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調査等事項報告（団体報告：市政クラブ） 

 

視察先 仙台市役所 

対応者 仙台市議会事務局 平井課長、上野係長、榊原主事 

健康福祉局 保険高齢部 高齢企画課 鈴木課長、熊谷係長 

視察日時 令和 ８年 ５月 １５日(金) １４時００分 ～ １５時３０分 

視察項目 仙台人と猫との共生に関する条例 

視察者 柴崎 亮太、瀧田 順子、森 直也、吉田 創、高橋 菜穂子 

報告者 柴崎 亮太 

視察の内容 １， 背景とねらい 

 本市において猫の適正な飼養がなされていない事により、猫の多頭飼育

や野良猫により環境問題や市民生活への影響が多発している。 

また動物愛護の観点からも人と猫との共生について、より一層の啓蒙・啓

発を推進していく為にも条例を制定し様々な事業を実施している先進事例

を参考に本市における解決方法を探る。 

 

２，内容 

⑴ 仙台市は政令指定都市であることから動物愛護センターを保有してお

り、専門的に業務にあたっている。 

条例を定めることで飼い猫の適正な飼養及び飼い主のいない猫の適正な管

理の推進に関し、 

・市、飼い主及び販売事業者の責務 

・市民等及び獣医師等の役割 

を明確化し人と猫とが共生する社会の実現を目指す。 

 

・啓発資料や各種イベントや SNS での広報活動の実施 

・市民によるボランティア活動へのバックアップ 

・不適正な管理を行う者への指導・助言 

など多くの事業を実施。 

 

また関係団体による協議会の設置など、条例制定後も継続した事業評価を

行い問題解決に向けた取り組みがなされている。 

 

３， 所管 

 本市には愛護センターは無く、対応は職員が兼務で行っている事から、

全体としての取組みが薄い。 

全体的な取り組みを推進していく為にも仙台市のように役割を明確化し取

り組む事が必要であることから、本市においても検討の余地があると考え

る。 

 

 

 


